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諮問庁：厚生労働大臣  

諮問日：平成２８年１２月１６日（平成２８年（行個）諮問第１７９号及び同

第１８０号） 

答申日：平成２９年３月２７日（平成２８年度（行個）答申第２１６号及び同

第２１７号） 

事件名：本人による離職理由に係る異議申立てに関して特定事業場から聴取し

た聴取書の一部開示決定に関する件 

    本人による離職理由に係る異議申立てに関して特定事業場から聴取し

た聴取書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１の１及び２の文書に記録された保有個人情報（以下，順に「本件

対象保有個人情報１」及び「本件対象保有個人情報２」といい，併せて

「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした各

決定については，審査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたこと

は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，福

岡労働局長（以下「処分庁」という。）が平成２８年９月２６日付け福岡

個開第１７２号及び第１７３号により行った各一部開示決定（以下，順に

「原処分１」及び「原処分２」といい，併せて「原処分」という。）につ

いて，別紙２の聴取書の全部開示を求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   聴取書について一部開示ないため，会社の情報であり個人の情報ではな

いので，全開示を求める 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書１（平成２８年（行個）諮問第１７９号） 

 （１）本件審査請求の経緯 

本件審査請求は，審査請求人が，法１２条１項の規定に基づき，平成

２８年８月２９日付けで行った「審査請求人が特定年月頃に特定公共職

業安定所Ａに申立てを行った，特定事業所に係る特定公共職業安定所Ｂ
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が保有している，離職理由に関する判定書類及び決定に係る添付書類一

切」（本件対象保有個人情報１）に係る開示請求に対し，福岡労働局長

が平成２８年９月２６日付け福岡個開第１７２号により行った部分開示

決定（原処分１）を不服として，平成２８年１０月４日付け（同日受

付）をもって提起されたものである。 

 （２）諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，法１４条２号及び７号柱書きの規定に基づき部

分開示とした原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべきものと考

える。 

（３）理由 

   ア 本件対象保有個人情報１について 

本件対象保有個人情報１は，審査請求人が特定年月頃に特定公共職

業安定所Ａに行った特定事業所の離職理由に係る異議申立てに対す

る，特定公共職業安定所Ｂが保有している文書（以下，第３におい

ては「対象文書１」という。）であり，次に掲げる文書により構成

される。 

ａ 特定公共職業安定所Ｂに対する離職票記載内容の確認の依頼 

ｂ 審査請求人より聴取し特定公共職業安定所Ａが作成した離職に

かかる聴取書 

ｃ 審査請求人より特定公共職業安定所Ａに提出のあった申出書及

び雇用契約書等 

ｄ 特定事業所より聴取し特定公共職業安定所Ｂが作成した離職に

かかる聴取書 

ｅ 特定事業所より特定公共職業安定所Ｂに提出のあった出勤簿 

なお，原処分においては，対象文書１のｄ及びｅに不開示部分があ

るが，審査請求書から明らかなとおり，審査請求人は対象文書１の

ｄの不開示部分の開示のみを求めている。 

イ 不開示情報該当性について 

対象文書の１のｄの不開示部分には，特定事業所の職員の氏名，特

定公共職業安定所Ｂが特定事業所から聴取した離職理由に係る離職

の経緯及び経緯に関する参考情報が記載されている。離職理由は，

雇用保険の受給資格において基本手当を受給できる日数等に影響が

あるため，これらの情報は離職区分を判断する上で重要な情報とな

る。 

仮にこれらの情報が開示されることとなれば，事業所が離職理由に

関する率直な主張を行いにくくなるなどにより，労働者の離職時の

状況に関する正確かつ詳細な情報の事業者からの収集が阻害され，

公共職業安定所における離職区分の適正な判断が困難となり，雇用
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保険業務の適正な遂行に支障を及ぼし，雇用保険の基本手当の不適

切な支給につながるおそれがあるため，当該情報については，法１

４条２号及び７号柱書きに該当することから，原処分を維持して不

開示とすることが妥当である。 

ウ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「聴取

書について一部開示ないため，会社の情報であり個人の情報ではな

いので，全開示を求める。」と主張しているが，上記イで述べたと

おり，法１２条に基づく開示請求に対しては，開示請求対象保有個

人情報ごとに法１４条各号に基づいて開示，不開示を判断している

ものであり，審査請求人の主張は，本件対象保有個人情報１の開示

決定の結論に影響を及ぼすものではない。 

 （４）結論 

以上のとおり，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべきと考

える。 

 ２ 理由説明書２（平成２８年（行個）諮問第１８０号） 

 （１）本件審査請求の経緯 

本件審査請求は，審査請求人が，法１２条１項の規定に基づき，平成

２８年８月２９日付けで行った「審査請求人が特定年月頃に特定公共職

業安定所Ａに申立てを行った特定事業所に係る離職理由に関する判定書

類及び決定に係る添付書類一切」（本件対象保有個人情報２）に係る開

示請求に対し，福岡労働局長が平成２８年９月２６日付け福岡個開第１

７３号により行った部分開示決定（原処分２という。）を不服として，

平成２８年１０月４日付け（同日受付）をもって提起されたものである。 

 （２）諮問庁としての考え方 

上記１（２）と同旨 

（３）理由 

   ア 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報２は，審査請求人が特定年月頃に特定公共職

業安定所Ａに行った離職理由に係る異議申立てに対する特定公共職

業安定所Ａの対応に係る文書（以下，第３においては「対象文書

２」という。）であり，次に掲げる文書により構成される。 

ａ 特定公共職業安定所Ｂに対する離職票記載内容の確認の依頼 

ｂ 審査請求人より聴取し特定公共職業安定所Ａが作成した離職に

かかる聴取書 

ｃ 審査請求人より特定公共職業安定所Ａに提出のあった申出書及

び雇用契約書等 

ｄ 特定事業所より聴取し特定公共職業安定所Ｂが作成した離職に
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かかる聴取書 

ｅ 特定事業所より特定公共職業安定所Ｂに提出のあった出勤簿 

ｆ 特定公共職業安定所Ｂにおける決裁等の事務処理 

なお，原処分においては，対象文書２のｄ及びｅに不開示部分があ

るが，審査請求書から明らかなとおり，審査請求人は対象文書２の

ｄの不開示部分の開示のみを求めている。 

イ 不開示情報該当性について 

上記１（３）イと同旨 

ウ 審査請求人の主張について 

上記１（３）ウと同旨 

（４）結論 

上記１（４）と同旨。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，平成２８年（行

個）諮問第１７９号及び同第１８０号を併合の上，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年１２月１６日  諮問の受理（平成２８年（行個）諮問

第１７９号及び同第１８０号） 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書１及び理由説明

書２を収受（同上） 

   ③ 平成２９年１月１９日   審議（同上） 

   ④ 同年３月９日       本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑤ 同月２３日        平成２８年（行個）諮問第１７９号及

び同第１８０号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

  本件開示請求は，別紙１の１及び２の文書に記録された保有個人情報の

開示を求めるものである。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号及び７

号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行った。 

審査請求人は，別紙２の聴取書の全部開示を求めるとしているが，諮問

庁は原処分を妥当としていることから，本件対象保有個人情報を見分した

結果を踏まえ，審査請求人が開示すべきとする部分の不開示情報該当性に

ついて，以下，検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）「聴取相手方」欄の不開示部分について 

   当該部分は，特定事業所の職員の氏名であり，法１４条２号本文前段

に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができるものに該当するが，審査請求人が知り得る情報で
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あるとは認められないことから，同号ただし書イに該当せず，また，同

号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。さらに，当該部分

は個人識別部分であり，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書きに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）「聴取内容」欄の不開示部分について 

当該部分には，特定公共職業安定所が特定事業所から聴取した離職理

由に係る離職の経緯及び経緯に関する参考情報が記載されており，これ

を開示すると，特定事業所が離職理由に関する率直な主張を行いにくく

なるなどにより，労働者の離職時の状況に係る事業者からの情報の収集

が阻害され，公共職業安定所の行う離職区分の判断の事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（３）「安定所の意見」欄の不開示部分について 

   当該部分には，聴取結果に基づく公共職業安定所職員の意見が記載さ

れており，これを開示すると，今後の特定受給資格者の要件の確認にお

いて，確認内容や手法等が判明することから，公共職業安定所の行う当

該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

３ 本件各一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号及び７号柱書きに該当するとして不開示とした各決定については，審査

請求人が開示すべきとする部分は同条２号及び７号柱書きに該当すると認

められるので，不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別紙１ 

 

 １ 審査請求人が特定年月頃に特定公共職業安定所Ａに申立てを行った，特

定事業所に係る特定公共職業安定所Ｂが保有している，離職理由に関する

判定書類及び決定に係る添付書類一切 

 

 ２ 審査請求人が特定年月頃に特定公共職業安定所Ａに申立てを行った特定

事業所に係る離職理由に関する判定書類及び決定に係る添付書類一切 
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別紙２ 

 

特定事業所より聴取し特定公共職業安定所Ｂが作成した離職にかかる聴取書 


